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区
分

名
称

お
も
な
特
徴
と
留
意
点

利
用
の
対
象

利
用
で
き
る
子
供
の
年
齢

利
用
で
き
る
時
間

料

金

申
し
込
み
方
法

保育等施設

「
保
育
に
欠
け
る
乳
児
ま

た
は
幼
児
」が
い
る
場
合

（
例
）
保
護
者
が
‥

・
就
労
（
自
営
を
含
む
）

・
次
子
の
出
産
前
後

・
病
気
や
け
が

・
親
族
を
常
時
介
護

な
ど
で
、他
に
保
育
す
る

人
が
い
な
い
場
合

家庭的保育者
（保育ママ）

区市町により
異なる

1日8時間を原則
区市町により
異なる
（延長もある）

月額
20,000～
50,000円程度

（区市町により
異なる）

認証保育所

保
育
を
必
要
と
す
る
場
合

（
Ｂ
型
に
つ
い
て
は
、区
市
町

村
が
基
準
を
定
め
て
い
る

場
合
も
あ
り
ま
す
）

A型：0歳～小学校就学前
B型：0歳～2歳
＊0歳児保育を必ず実施する

開所時間は13時間以上
（時間帯は施設により異なる）

保育所により異なる
＊月220時間預けた場合の限度額

　　　0～2歳：80,000円
　　　3～5歳：77,000円

施
設
に
申
し
込
む

幼稚園

公
立
‥
地
域
の
住
民

私
立
‥
希
望
者
。
た
だ

し
入
園
に
際
し
て
は
幼

稚
園
の
選
考
有

満3歳から小学校
入学まで（満3歳
は私立の一部のみ）

1日4時間が基本
例：9時から14時
まで（昼食含む）

幼稚園による

平均では、年額
公立 ： ４歳児
約111,419円
私立 ： ４歳児
約450,258円
（平成22年度）

希
望
す
る
園
に
申
し
込
む

子育て支援サービス

ショートステイ

区市町により
異なる
（2歳～12歳の
ところが多い)

原則7日程度、
宿泊可
（区市町により
異なる）

1日
1,200円～

6,000円
（区市町により
異なる）
＊所得に応じて
　減免あり

トワイライト
ステイ

区市により異なる
（2歳～12歳の
ところが多い）

17時頃から22時
頃まで

1日
500円～3,000円
（区市により
異なる）
＊所得に応じて
　減免あり

一時預かり

未就学児

日中の保育時間
（区市町により
異なる）

1日8時間あたり
3,000円程度
（区市町により
異なる）

育児支援
ヘルパー
など

区市町により
異なる

区市町により
異なる

区市町により
異なる

区
市
町
（
子
供
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
等
）
に
申
し
込
む

区
市
（
子
供
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
等
）
に
申
し
込
む

区
市
町
（
子
供
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
等
）
に
申
し
込
む

区
市
町
（
子
供
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
、
保
育
担
当
課
等
）

に
申
し
込
む

病児・病後児
保　育

区市により
異なる

 

施設により異なる

1日あたり
1,500円～5,000円
＊所得に応じて
  減免あり
（区市町により
異なる）

区
市
（
保
育
担
当
課
・
子

供
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
等
）

か
各
施
設
に
申
し
込
む

（
事
前
登
録
）

ファミリー
・サポート
・センター

10歳までの
ところが多い

基本時間は、
7時から20時まで
ところが多い

基本時間：
1時間
700～800円
その他の時間：
1時間
900～1,000円
のところが多い

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
に
直
接
申
し
込
む

預かり保育
（幼稚園）

幼稚園により
異なる

幼稚園により
異なる

幼稚園により
異なる

幼
稚
園
に
直
接
申
し
込
む

　その他、家庭の状況などから、家庭で育てることが難しい子供を対象として、乳児院、児童養護施設などがある。入所の相談は、　　　　　児童相談所（49ページ参照）で実施している。
　また、保育施設として民間のベビーホテル、事業所内保育施設がある。ベビーホテルは誰でも利用できる。保育水準に差があるの　　　　　で、施設を見学してから利用すること。なお、福祉保健局のホームページに、ベビーホテルの選び方、立入調査の結果が公表されてい
るので、参照のこと。事業所内保育施設は、事業所や病院等において、その事業所が運営し、従業員を対象に設置された保育施設。　　　　　利用できる子供の年齢や開所時間、料金は施設によって異なる。
　子供が小学校に入学すると、保護者が就業等で昼間家庭にいないおおむね10歳未満の学齢児童に対して、授業終了後に適切な生活　　　　　と遊びの場を提供する学童クラブが開設されている。利用の相談は、区市町村の学童クラブ担当へ。

●
保
護
者
の
就
労
や
急
用
な

ど
の
と
き
に
、
通
常
の
開
園
時

間
前
後
に
も
在
園
児
を
預
か

る（
一
部
の
幼
稚
園
の
み
実
施
）

●
児
童
福
祉
施
設
等
で
、
短
期

間
（
原
則
７
日
程
度
）の
宿
泊
を

実
施

（
一
部
の
区
市
町
の
み
実
施
）

認可保育所
（公立と私立あり）

0歳から小学校
就学前まで

開所時間は11時間
時間帯は施設により
異なる（延長もある）

子供の年齢と前年度
の所得税額等によって
決められる
月額
104,000円
（区市町村により
  異なる）

●
設
備
、
職
員
の
配
置
基
準

等
は
法
の
基
準
を
満
た
し
、

公
費
の
補
助
を
受
け
て
運
営

し
て
い
る

●
３
歳
未
満
児
は
４
月
で
満

員
に
な
る
こ
と
が
多
い

●
保
育
士
等
、
資
格
要
件
を

満
た
す
人
が
自
宅
等
で
保
育

す
る
制
度

●
家
庭
的
な
保
育
を
望
む
人

向
き

●
大
都
市
特
有
の
保
育
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
た
め
、
都
独
自
基
準
に

よ
り
、
都
が
認
証
し
た
保
育
施
設

●
設
備
、
職
員
の
配
置
基
準
等

は
法
の
基
準
に
準
じ
て
い
る

●
Ａ
型
‥
駅
前
基
本
型
、
定

員
20
〜
120
人

　

Ｂ
型
‥
小
規
模
・
家
庭
型
、

定
員
６
〜
29
人

●
Ａ
型
は
駅
か
ら
徒
歩
５
分

以
内
の
設
置
を
基
本
と
す
る

区
市
町
（
保
育
担
当
課
か
福

祉
事
務
所
な
ど
）に
問
い
合

わ
せ
る

区
市
町
村
（
保
育
担
当
課
か

福
祉
事
務
所
な
ど
）に
申
し

込
む

随
時
受
付

た
だ
し
、４
月
入
所
は
前
年

2
月
頃
に
受
付
（
区
市
町
村

に
よ
り
異
な
る
）

●
幼
児
教
育
を
目
的
と
し
た

学
校

●
区
市
町
村
が
設
立
す
る
会

員
組
織

●
会
員
同
士
で
育
児
の
援
助

活
動
を
行
う

●
児
童
が
病
中
又
は
病
気
回

復
期
に
あ
っ
て
集
団
保
育
が

困
難
な
期
間
、
保
育
所
、
医

療
機
関
等
に
付
設
さ
れ
た
専

用
ス
ペ
ー
ス
等
に
お
い
て
保

育
及
び
看
護
ケ
ア
を
行
う

●
緊
急
・
一
時
的
預
か
り
を
認

可
保
育
所
等
で
実
施
（
一
部
の

区
市
町
の
み
実
施
）

●
児
童
福
祉
施
設
等
で
、
17
時

頃
か
ら
22
時
頃
ま
で
子
供
を
預

か
る

（
一
部
の
区
市
の
み
実
施
）

●
産
褥
期
の
母
子
に
対
す
る

育
児
相
談
や
簡
単
な
家
事
等

の
援
助
な
ど
、
養
育
支
援
が
必

要
と
思
わ
れ
る
家
庭
に
ヘ
ル

パ
ー
の
派
遣
を
行
う

保
護
者
の
出
産
、
病
気
、

け
が
、
出
張
や
育
児
不

安
の
軽
減
な
ど

保
護
者
の
恒
常
的
な
残

業
な
ど

当
該
幼
稚
園
に
在
園
の

場
合

原
則
と
し
て
設
立
区
市

町
村
の
在
住
者
（
事
前

に
登
録
が
必
要
）

保
育
所
に
通
所
し
て
い

る
児
童
等
の
病
中
又
は

病
気
の
回
復
期
（
事
前

に
登
録
が
必
要
）

産
褥
期
な
ど
の
養
育
支

援
を
必
要
と
す
る
家
庭

保
護
者
の
就
労
、
入
・

通
院
、
看
護
や
育
児
疲

れ
の
解
消
な
ど

（幼保連携型・保育所型）保育
所は11時間（時間帯は施設に
より異なる）（幼稚園型）８時間
以上（時間帯は施設により異な
る）（地方裁量型）13時間以上
（時間帯は施設により異なる）

施設により異なる

０歳から小学校就学前までの
範囲で幼稚園、保育所等施設
によって異なる

０
歳
か
ら
小
学
校
就
学

前
ま
で
の
児
童
（
保
育

に
欠
け
る
・
欠
け
な
い

を
問
わ
な
い
）（
双
方

受
け
入
れ
）。
施
設
に

よ
っ
て
は
選
考
有

●
幼
稚
園
、保
育
所
等
の
う
ち
、

①
就
学
前
の
子
供
を
保
護
者
の

就
労
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
受

け
入
れ
、
幼
児
教
育
・
保
育
を

一
体
的
に
提
供
す
る
機
能 

②
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

を
行
う
機
能
を
備
え
、
都
道
府

県
が
認
定
し
た
施
設

●
類
型　

幼
保
連
携
型
・
幼
稚

園
型
・
保
育
所
型
・
地
方
裁
量
型

認定こども園

施
設
に
申
し
込
む
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各区市町村の子育て支援情報は、東京都福祉保健局「とうきょう子育て応援Navi」
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/ouen_navi/index.html でご覧になれます。

区
分

名
称

お
も
な
特
徴
と
留
意
点

利
用
の
対
象

利
用
で
き
る
子
供
の
年
齢

利
用
で
き
る
時
間

料

金

申
し
込
み
方
法

保育等施設

「
保
育
に
欠
け
る
乳
児
ま

た
は
幼
児
」が
い
る
場
合

（
例
）
保
護
者
が
‥

・
就
労
（
自
営
を
含
む
）

・
次
子
の
出
産
前
後

・
病
気
や
け
が

・
親
族
を
常
時
介
護

な
ど
で
、他
に
保
育
す
る

人
が
い
な
い
場
合

家庭的保育者
（保育ママ）

区市町により
異なる

1日8時間を原則
区市町により
異なる
（延長もある）

月額
20,000～
50,000円程度

（区市町により
異なる）

認証保育所

保
育
を
必
要
と
す
る
場
合

（
Ｂ
型
に
つ
い
て
は
、区
市
町

村
が
基
準
を
定
め
て
い
る

場
合
も
あ
り
ま
す
）

A型：0歳～小学校就学前
B型：0歳～2歳
＊0歳児保育を必ず実施する

開所時間は13時間以上
（時間帯は施設により異なる）

保育所により異なる
＊月220時間預けた場合の限度額

　　　0～2歳：80,000円
　　　3～5歳：77,000円

施
設
に
申
し
込
む

幼稚園

公
立
‥
地
域
の
住
民

私
立
‥
希
望
者
。
た
だ

し
入
園
に
際
し
て
は
幼

稚
園
の
選
考
有

満3歳から小学校
入学まで（満3歳
は私立の一部のみ）

1日4時間が基本
例：9時から14時
まで（昼食含む）

幼稚園による

平均では、年額
公立 ： ４歳児
約111,419円
私立 ： ４歳児
約450,258円
（平成22年度）

希
望
す
る
園
に
申
し
込
む

子育て支援サービス

ショートステイ

区市町により
異なる
（2歳～12歳の
ところが多い)

原則7日程度、
宿泊可
（区市町により
異なる）

1日
1,200円～

6,000円
（区市町により
異なる）
＊所得に応じて
　減免あり

トワイライト
ステイ

区市により異なる
（2歳～12歳の
ところが多い）

17時頃から22時
頃まで

1日
500円～3,000円
（区市により
異なる）
＊所得に応じて
　減免あり

一時預かり

未就学児

日中の保育時間
（区市町により
異なる）

1日8時間あたり
3,000円程度
（区市町により
異なる）

育児支援
ヘルパー
など

区市町により
異なる

区市町により
異なる

区市町により
異なる

区
市
町
（
子
供
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
等
）
に
申
し
込
む

区
市
（
子
供
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
等
）
に
申
し
込
む

区
市
町
（
子
供
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
等
）
に
申
し
込
む

区
市
町
（
子
供
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
、
保
育
担
当
課
等
）

に
申
し
込
む

病児・病後児
保　育

区市により
異なる

 

施設により異なる

1日あたり
1,500円～5,000円
＊所得に応じて
  減免あり
（区市町により
異なる）

区
市
（
保
育
担
当
課
・
子

供
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
等
）

か
各
施
設
に
申
し
込
む

（
事
前
登
録
）

ファミリー
・サポート
・センター

10歳までの
ところが多い

基本時間は、
7時から20時まで
ところが多い

基本時間：
1時間
700～800円
その他の時間：
1時間
900～1,000円
のところが多い

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
に
直
接
申
し
込
む

預かり保育
（幼稚園）

幼稚園により
異なる

幼稚園により
異なる

幼稚園により
異なる

幼
稚
園
に
直
接
申
し
込
む

　その他、家庭の状況などから、家庭で育てることが難しい子供を対象として、乳児院、児童養護施設などがある。入所の相談は、　　　　　児童相談所（49ページ参照）で実施している。
　また、保育施設として民間のベビーホテル、事業所内保育施設がある。ベビーホテルは誰でも利用できる。保育水準に差があるの　　　　　で、施設を見学してから利用すること。なお、福祉保健局のホームページに、ベビーホテルの選び方、立入調査の結果が公表されてい
るので、参照のこと。事業所内保育施設は、事業所や病院等において、その事業所が運営し、従業員を対象に設置された保育施設。　　　　　利用できる子供の年齢や開所時間、料金は施設によって異なる。
　子供が小学校に入学すると、保護者が就業等で昼間家庭にいないおおむね10歳未満の学齢児童に対して、授業終了後に適切な生活　　　　　と遊びの場を提供する学童クラブが開設されている。利用の相談は、区市町村の学童クラブ担当へ。

●
保
護
者
の
就
労
や
急
用
な

ど
の
と
き
に
、
通
常
の
開
園
時

間
前
後
に
も
在
園
児
を
預
か

る（
一
部
の
幼
稚
園
の
み
実
施
）

●
児
童
福
祉
施
設
等
で
、
短
期

間
（
原
則
７
日
程
度
）の
宿
泊
を

実
施

（
一
部
の
区
市
町
の
み
実
施
）

認可保育所
（公立と私立あり）

0歳から小学校
就学前まで

開所時間は11時間
時間帯は施設により
異なる（延長もある）

子供の年齢と前年度
の所得税額等によって
決められる
月額
104,000円
（区市町村により
  異なる）

●
設
備
、
職
員
の
配
置
基
準

等
は
法
の
基
準
を
満
た
し
、

公
費
の
補
助
を
受
け
て
運
営

し
て
い
る

●
３
歳
未
満
児
は
４
月
で
満

員
に
な
る
こ
と
が
多
い

●
保
育
士
等
、
資
格
要
件
を

満
た
す
人
が
自
宅
等
で
保
育

す
る
制
度

●
家
庭
的
な
保
育
を
望
む
人

向
き

●
大
都
市
特
有
の
保
育
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
た
め
、
都
独
自
基
準
に

よ
り
、
都
が
認
証
し
た
保
育
施
設

●
設
備
、
職
員
の
配
置
基
準
等

は
法
の
基
準
に
準
じ
て
い
る

●
Ａ
型
‥
駅
前
基
本
型
、
定

員
20
〜
120
人

　

Ｂ
型
‥
小
規
模
・
家
庭
型
、

定
員
６
〜
29
人

●
Ａ
型
は
駅
か
ら
徒
歩
５
分

以
内
の
設
置
を
基
本
と
す
る

区
市
町
（
保
育
担
当
課
か
福

祉
事
務
所
な
ど
）に
問
い
合

わ
せ
る

区
市
町
村
（
保
育
担
当
課
か

福
祉
事
務
所
な
ど
）に
申
し

込
む

随
時
受
付

た
だ
し
、４
月
入
所
は
前
年

2
月
頃
に
受
付
（
区
市
町
村

に
よ
り
異
な
る
）

●
幼
児
教
育
を
目
的
と
し
た

学
校

●
区
市
町
村
が
設
立
す
る
会

員
組
織

●
会
員
同
士
で
育
児
の
援
助

活
動
を
行
う

●
児
童
が
病
中
又
は
病
気
回

復
期
に
あ
っ
て
集
団
保
育
が

困
難
な
期
間
、
保
育
所
、
医

療
機
関
等
に
付
設
さ
れ
た
専

用
ス
ペ
ー
ス
等
に
お
い
て
保

育
及
び
看
護
ケ
ア
を
行
う

●
緊
急
・
一
時
的
預
か
り
を
認

可
保
育
所
等
で
実
施
（
一
部
の

区
市
町
の
み
実
施
）

●
児
童
福
祉
施
設
等
で
、
17
時

頃
か
ら
22
時
頃
ま
で
子
供
を
預

か
る

（
一
部
の
区
市
の
み
実
施
）

●
産
褥
期
の
母
子
に
対
す
る

育
児
相
談
や
簡
単
な
家
事
等

の
援
助
な
ど
、
養
育
支
援
が
必

要
と
思
わ
れ
る
家
庭
に
ヘ
ル

パ
ー
の
派
遣
を
行
う

保
護
者
の
出
産
、
病
気
、

け
が
、
出
張
や
育
児
不

安
の
軽
減
な
ど

保
護
者
の
恒
常
的
な
残

業
な
ど

当
該
幼
稚
園
に
在
園
の

場
合

原
則
と
し
て
設
立
区
市

町
村
の
在
住
者
（
事
前

に
登
録
が
必
要
）

保
育
所
に
通
所
し
て
い

る
児
童
等
の
病
中
又
は

病
気
の
回
復
期
（
事
前

に
登
録
が
必
要
）

産
褥
期
な
ど
の
養
育
支

援
を
必
要
と
す
る
家
庭

保
護
者
の
就
労
、
入
・

通
院
、
看
護
や
育
児
疲

れ
の
解
消
な
ど

（幼保連携型・保育所型）保育
所は11時間（時間帯は施設に
より異なる）（幼稚園型）８時間
以上（時間帯は施設により異な
る）（地方裁量型）13時間以上
（時間帯は施設により異なる）

施設により異なる

０歳から小学校就学前までの
範囲で幼稚園、保育所等施設
によって異なる

０
歳
か
ら
小
学
校
就
学

前
ま
で
の
児
童
（
保
育

に
欠
け
る
・
欠
け
な
い

を
問
わ
な
い
）（
双
方

受
け
入
れ
）。
施
設
に

よ
っ
て
は
選
考
有

●
幼
稚
園
、保
育
所
等
の
う
ち
、

①
就
学
前
の
子
供
を
保
護
者
の

就
労
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
受

け
入
れ
、
幼
児
教
育
・
保
育
を

一
体
的
に
提
供
す
る
機
能 

②
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

を
行
う
機
能
を
備
え
、
都
道
府

県
が
認
定
し
た
施
設

●
類
型　

幼
保
連
携
型
・
幼
稚

園
型
・
保
育
所
型
・
地
方
裁
量
型

認定こども園

施
設
に
申
し
込
む

■保育等施設・子育て支援サービス紹介
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■ファミリー・サポート・センター（平成23年7月現在）
区市町村	 電　話	 住　所
千代田区	 03-3256-8161	 千代田区神田司町2-16神田　さくら館6階　児童・家庭支援センター内
中央区	 03-3206-0120	 中央区八丁堀4-1-5　中央区社会福祉協議会内
港　区	 03-3431-9988	 港区芝公園2-7-3　芝公園福祉会館3階
新宿区	 03-5273-3545	 新宿区高田馬場1-17-20　新宿区社会福祉協議会内
文京区	 03-3812-3043	 文京区本郷4-15-14　文京区民センター 4階　文京区社会福祉協議会内
台東区	 03-5828-7548	 台東区下谷1-2-11　台東区社会福祉協議会内
墨田区すみだファミリー ･サポート･センター	 03-5608-2020	 墨田区亀沢3-20-11　関根ビル4階　すみだボランティアセンター分館内
江東区	 03-5683-1573	 江東区東陽6-2-17　高齢者総合福祉センター 2階
品川区平塚ファミリー ･サポート･センター	 03-5749-1033	 （本部）品川区平塚2-12-2　品川区立家庭あんしんセンター内
　　　大井ファミリー ･サポート･センター	 03-5718-7185	 （支部）品川区大井1-14-1　大井1丁目共同ビル　品川区社会福祉協議会内
目黒区	 03-3714-9047	 目黒区上目黒2-19-15　目黒区総合庁舎別館3階　目黒区社会福祉協議会内
大田区
ファミリー ･サポート･センターおおた・大森	 03-5753-1152	 （本部）大田区大森北4-16-5　子ども家庭支援センター・大森
ファミリー ･サポート･センターおおた・洗足池	 03-5754-3311	 （支部）大田区上池台2-35-18　子ども家庭支援センター・洗足池分室
ファミリー ･サポート･センターおおた・蒲田	 03-5714-1154	 （支部）大田区西蒲田7-49-2　社会福祉センター 2階　子ども家庭支援センター・蒲田分室
渋谷区	 03-5457-0221	 渋谷区宇田川町5-2　渋谷区役所神南分庁舎1階　渋谷区社会福祉協議会内
中野区	 03-5380-0752	 中野区中野5-68-7　スマイルなかの4階
杉並区	 03-5347-1021	 杉並区荻窪5-15-13　あんさんぶる荻窪5階　杉並区社会福祉協議会内
豊島区	 03-3981-2146	 豊島区東池袋1-18-1　区役所本庁舎2階　子育て支援課内
北　区	 03-3912-1909	 北区王子2-7-34　北区育ち愛ほっと館内
荒川区	 03-3891-7938	 荒川区南千住1-13-20　荒川区社会福祉協議会内
板橋区	 03-3957-4801	 板橋区向原1-18-17　大谷口地域センター向原ホール1階
練馬区	
練馬ファミリー ･サポート･センター	 03-3993-4100	 （本部）練馬区豊玉北6-12-1　練馬子ども家庭支援センター内
関ファミリー ･サポート･センター	 03-5927-5900	 （支部）練馬区関町北1-21-15　関子ども家庭支援センター内
光が丘ファミリー ･サポート･センター	 03-5997-7748	 （支部）練馬区光が丘2-9-6　光が丘区民センター 6階　光が丘子ども家庭支援センター内
足立区
あだちファミリー ･サポート･センター	 03-3856-0274	 足立区西新井2-11-4　足立区社会福祉協議会内
葛飾区
かつしかファミリー ･サポート･センター	 03-5698-4151	 葛飾区堀切3-34-1　地域福祉・障害者センター 3階
江戸川区	 03-3877-2560	 江戸川区船堀4-2-5　勤労福祉会館内
八王子市	 042-621-7001	 八王子市元本郷町3-24-1　市役所内
立川市	 042-528-6873	 立川市錦町4-1-19
三鷹市
みたかファミリー ･サポート･センター	 0422-76-6817	 三鷹市下連雀4-19-6　子ども家庭支援センターすくすく内
青梅市	 0428-23-3888	 青梅市東青梅1-2-5　東青梅センタービル3階
府中市	 042-367-8882	 府中市宮町1-50　くるる3階　府中市子ども家庭支援センター「たっち」内
昭島市	 042-544-0388	 昭島市昭和町4-7-1　保健福祉センター 2階
調布市	 042-481-7730	 調布市国領町3-1-38　ココスクエア2階　調布市子ども家庭支援センターすこやか内
町田市	 042-724-0901	 町田市原町田5-8-21　町田市健康福祉会館内
小金井市	 042-320-1701	 小金井市貫井北町5-18-18　小金井市保健センター内
小平市	 042-348-1780	 小平市小川東町4-2-1　小平元気村おがわ東2階
日野市
ファミリー ･サポート･センターたまだいら	 042-589-7616	 （本部）日野市多摩平2-9　多摩平の森ふれあい館2階
ファミリー ･サポート･センターたかはた	 042-599-7616	 （支部）日野市高幡1011　日野市立福祉支援センター内
東村山市	 042-393-5137	 東村山市本町1-2-3　いきいきプラザ2階
国分寺市	 042-300-6061	 国分寺市東元町3-17-2　ボランティア活動センターこくぶんじ内
国立市	 042-571-8322	 国立市富士見台3-21-1　子ども家庭支援センター内
狛江市	 03-3480-1587	 狛江市中和泉3-12-6　狛江市立和泉児童館内
清瀬市
ファミリー ･サポート･きよせ	 042-492-1139	 清瀬市元町1-5-16　マンションパール101
東久留米市	 042-475-3294	 東久留米市滝山4-3-14　わくわく健康プラザ2階
武蔵村山市	 042-590-5723	 武蔵村山市学園4-5-1　武蔵村山市民総合センター 2階
多摩市	 042-357-5105	 多摩市豊ヶ丘1-21-3　市立子育て総合センター 2階
稲城市	 042-378-5551	 稲城市百村7　稲城市福祉センター内
羽村市	 042-554-0304	 羽村市栄町2-18-1　羽村市社会福祉協議会内
あきる野市	 042-550-3855	 あきる野市二宮350　あきる野市役所別館1階
西東京市	 042-438-4121	 西東京市中町1-6-8　西東京市社会福祉協議会内
瑞穂町	 042-557-4138	 西多摩郡瑞穂町大字石畑1972　子ども家庭支援センター内
奥多摩町	 0428-83-8183	 西多摩郡奥多摩町氷川199　奥多摩町福祉会館2階
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■子供家庭支援センター（平成23年7月現在）
名　称	 電　話	 住　所
☆千代田区児童・家庭支援センター	 03-3256-8150	 千代田区神田司町2-16　神田さくら館6階
☆中央区立子ども家庭支援センター	 03-3534-2255	 中央区勝どき1-4-1　3階
☆港区子ども家庭支援センター	 03-3432-8341	 港区浜松町2-3-20
☆新宿区立子ども総合センター	 03-3232-0675	 新宿区新宿7-3-29
☆文京区子ども家庭支援センター	 03-5803-1109	 文京区春日1-16-21　シビックセンター 5階
☆台東区日本堤子ども家庭支援センター	 03-5824-2535	 台東区日本堤2-25-8
☆墨田区子育て支援総合センター	 03-5630-6677	 墨田区京島1-35-9-103マーク・ゼロワン曳舟タワー棟1階
☆江東区南砂子ども家庭支援センター	 03-5617-7772	 江東区南砂3-14-1-101
☆品川区子育て支援センター	 03-5749-1032	 品川区平塚2-12-2　品川区立家庭あんしんセンター内
☆目黒区子ども家庭支援センター	 03-3715-2641	 目黒区上目黒2-19-15　目黒区総合庁舎別館2階
☆大田区子ども家庭支援センター	 03-5753-7830	 大田区大森北4-16-5
☆世田谷区子ども家庭支援センター子ども家庭支援せたがや	 03-5432-2915	 世田谷区世田谷4-22-33　世田谷区役所第3庁舎
☆渋谷区子ども家庭支援センター	 0120-135-415	 渋谷区宇田川町5-2　渋谷区役所神南分庁舎3階
☆中野区子ども家庭支援センター	 03-3228-7867	 中野区中野4-8-1　中野区役所3階
☆杉並区子ども家庭支援センター	 03-5929-1901	 杉並区阿佐谷南1-14-8
☆豊島区東部子ども家庭支援センター	 03-5980-5275	 豊島区上池袋2-35-22
☆北区子ども家庭支援センター	 03-3927-0874	 北区王子2-7-34
☆荒川区子ども家庭支援センター	 03-3805-5523	 荒川区荒川5-12-10
☆板橋区子ども家庭支援センター	 03-3579-2656	 板橋区栄町36-1　板橋区立グリーンホール3階
☆練馬区練馬子ども家庭支援センター	 03-3993-8155	 練馬区豊玉北6-12--1　練馬区役所東庁舎4階
☆足立区こども家庭支援センター	 03-3606-1333	 足立区東綾瀬1-5-17
☆葛飾区子ども総合センター	 03-3602-1386	 葛飾区青戸4-15-14
☆江戸川区子ども家庭支援センター	 03-3877-2460	 江戸川区船堀4-2-5　勤労福祉会館1階
☆八王子市子ども家庭支援センター	 042-656-8225	 八王子市東町5-6　クリエイトホール地下1階
☆立川市子ども家庭支援センター	 042-528-6871	 立川市錦町4-1-19
☆武蔵野市子ども家庭支援センター	 0422-55-9002	 武蔵野市緑町2-2-28　武蔵野市役所3階
☆三鷹市子ども家庭支援センター	 0422-40-5925	 三鷹市下連雀3-30-12　三鷹中央通りタウンプラザ3階
☆青梅市子ども家庭支援センター	 0428-24-2126	 青梅市東青梅1-11-1　青梅市役所3階
☆府中市子ども家庭支援センター	 042-354-8701	 府中市宮町1-50　くるる3階
☆昭島市子ども家庭支援センター	 042-543-9046	 昭島市つつじが丘2-3-21　児童センター内
☆調布市子ども家庭支援センターすこやか	 042-481-7731	 調布市国領町3-1-38　ココスクエア2階
☆町田市子ども家庭支援センター	 042-710-1525	 町田市森野3-11-16
☆小金井市子ども家庭支援センター	 042-321-3146	 小金井市貫井北町5-18-18　保健センター 1階
☆小平市子ども家庭支援センター	 042-348-2102	 小平市小川東町4-2-1　小平元気村おがわ東2階
☆日野市子ども家庭支援センター	 042-599-6670	 日野市高幡1009-4　京王アンフィール高幡3階
☆東村山市子ども家庭支援センター	 042-390-2271	 東村山市本町1-2-3　いきいきプラザ3階
☆国分寺市子ども家庭支援センター	 042-572-8138	 国分寺市光町3-13-20
☆国立市子ども家庭支援センター	 042-573-0965	 国立市富士見台3-21-1
☆福生市子ども家庭支援センター	 042-539-2555	 福生市北田園2-5-7　福生市子ども応援館1階
☆狛江市子ども家庭支援センター	 03-5438-6605	 狛江市岩戸南3-15-1　岩戸児童センター 2階
☆東大和市子ども家庭支援センター	 042-565-3651	 東大和市立野1-1034-2
☆清瀬市子ども家庭支援センター	 042-495-7701	 清瀬市中清戸3-235-5　清瀬市児童センター内
☆東久留米市子ども家庭支援センター	 042-471-0910	 東久留米市滝山4-3-14　わくわく健康プラザ南棟2階
☆武蔵村山市子ども家庭支援センター	 042-590-1152	 武蔵村山市学園4-5-1　武蔵村山市民総合センター内
☆多摩市立子育て総合センター	 042-355-3777	 多摩市豊ヶ丘1-21-3
☆稲城市子ども家庭支援センター	 042-378-6366	 稲城市向陽台3-2
☆羽村市子ども家庭支援センター	 042-578-2882	 羽村市緑ヶ丘5-2-1　羽村市役所2階
☆あきる野市子ども家庭支援センター	 042-550-3313	 あきる野市二宮350　市役所別館1階
☆西東京市子ども家庭支援センター	 042-439-0081	 西東京市住吉町6-15-6　住吉会館1階
　瑞穂町子ども家庭支援センター	 042-568-0051	 瑞穂町石畑1972
　日の出町子ども家庭支援センター	 042-597-6177	 日の出町平井2780　日の出町役場1階 子育て福祉課内
　奥多摩町子ども家庭支援センター	 0428-85-2611	 奥多摩町小丹波108番地
　檜原村子ども家庭支援センター	 042-598-3122	 檜原村2717　檜原村やすらぎの里ふれあい館内
☆大島町子ども家庭支援センター	 04992-2-2398	 大島町野増字大宮
　御蔵島村子ども家庭支援センター	 04994-8-2121	 御蔵島村字入かねが沢御蔵島村役場内
　八丈町子ども家庭支援センター	 04996-2-4300	 八丈町三根4869-1　富士見地区公会堂
　新島村子ども家庭支援センター	 04992-5-1856	 新島村本村3-12-8　さわやか健康センター内
　神津島村子ども家庭支援センター	 04992-8-1180	 神津島村903　生きがい健康センター内
　小笠原村子ども家庭支援センター	 04998-2-3939	 小笠原村父島字西町　小笠原村役場内
☆印：先駆型子ども家庭支援センター（50ヶ所）� （23区26市5町5村計59区市町村）




